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70
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
に
交
付
さ
れ
る
「
国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
」
は
、
毎
年
８
月
に

更
新
を
行
っ
て
い
ま
す
。
負
担
割
合

に
つ
い
て
は
前
年
の
所
得
に
応
じ
て

判
定
し
て
い
ま
す
。 

　「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」

は
該
当
さ
れ
る
全
て
の
方
に
、
７
月

中
に
新
し
い
証
を
送
付
し
て
い
ま
す

の
で
、
記
載
内
容
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。 

　
新
し
い
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
」
が
送
ら
れ
て
き
た
方
は
、

変
更
前
の
古
い
証
を
、
８
月
１
日
以

降
に
ご
自
身
で
破
棄
し
て
い
た
だ
く

か
、
役
場
、
ま
た
は
国
府
支
所
へ
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。 

    

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
保
険

証
」
は
、
毎
年
８
月
に
前
年
の
所
得

に
基
づ
い
て
負
担
割
合
を
再
判
定
し 

ま
す
。 

　
負
担
割
合
が
変
更
に
な
っ
た
方
に

の
み
、
７
月
中
に
新
し
い
保
険
証
を

送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
記
載
内
容

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
負
担
割
合
に
変
更
が
な
い

方
は
、
新
し
い
保
険
者
証
は
郵
送
さ

れ
ま
せ
ん
。
現
在
お
持
ち
の
保
険
証

を
引
き
続
き
ご
使
用
く
だ
さ
い
。 

　
負
担
割
合
が
変
更
に
な
っ
た
方
は

８
月
１
日
以
降
、
今
ま
で
お
使
い
い

た
だ
い
た
保
険
証
を
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　
保
険
福
祉
課 

　
☎
内
線
２
７
４
・
２
７
５ 

　
町
で
は
、
今
年
９
月
に
77
歳
、
80

歳
、
88
歳
、
99
歳
、
100
歳
以
上
の
方

を
対
象
に
、
敬
老
祝
い
と
し
て
商
品

券
を
贈
呈
し
ま
す
。 

　
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
商
品
券
の

取
扱
い
を
し
て
い
た
だ
け
る
店
舗
等

を
募
集
し
ま
す
。 

        

▼
登
録
資
格 

　
町
内
に
店
舗
の
あ
る
事
業
者 

▼
登
録
申
請
期
間
　 

　
８
月
３
日（
月
）〜
28
日（
金
） 

▼
登
録
方
法
　
所
定
の
登
録
申
請
書

で
申
し
込
み
。 

　
申
請
書
は
、
町
保
険
福
祉
課
、
国

府
支
所
、
町
商
工
会
で
配
布
し
て
い

る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

▼
提
出
先
　
保
険
福
祉
課
ま
た
は
町

商
工
会 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
保
険
福
祉
課
　
☎
内
線
３
１
６ 

高
齢
者
の 

　
医
療
証
を
更
新 

国
民
健
康
保
険 

　
　
　
高
齢
受
給
者
証 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

　
　
　
　
　
　
保
険
証 

国
民
健
康
保
険 

　
　
　
高
齢
受
給
者
証 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

　
　
　
　
　
　
保
険
証 

　
町
で
は
、
幅
広
い
層
の
み
な
さ
ん

と
語
り
合
う
こ
と
で
、
町
民
の
み
な

さ
ん
の
考
え
て
い
る
こ
と
や
町
に
望

む
こ
と
な
ど
を
お
話
し
い
た
だ
き
、

町
政
に
反
映
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。 

　
次
の
内
容
で
「
町
長
と
語
り
合
う

集
い
」
に
参
加
い
た
だ
け
る
方
を
募

集
し
ま
す
の
で
、
お
申
し
込
み
を
お

待
ち
い
た
し
ま
す
。 

  
◎
対
象
者 

　
町
内
在
住
の
高
校
生 

◎
開
催
日 

　
８
月
18
日（
火
）午
後
２
時
〜
４
時 

◎
開
催
場
所 

　
役
場
３
階
公
室
　 

◎
募
集
人
数 

　
10
人 

◎
申
込
方
法 

　
電
話
で
申
し
込
み
さ
れ
る
場
合
は
、

郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先

を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。 

　
ま
た
、
は
が
き
又
は
フ
ァ
ッ
ク
ス

な
ど
で
申
し
込
み
さ
れ
る
場
合
は
、

郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
先
着
順
） 
 

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先 

　
政
策
課
　
☎
内
線
２
０
６ 

　
〒
255
―
８
５
５
５ 

　
大
磯
町
東
小
磯
183
　
政
策
課 

〜
参
加
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
〜 

 

　
募 

集 

の 

内 

容 

取扱店募集 
敬老祝商品券の 

　発熱などの症状があるときは、かかりつけの医師と電話 
で相談し、受診の時間帯や方法の指示を受けてから、マス 
クを着用して受診してください。 
　発熱相談センター(8:30～17:00(平日のみ))は、受診す 
る医療機関がわからない方への案内などをします。 
　発熱相談センター(平塚保健福祉事務所)　☎(32)0130 
◎問い合わせ　スポーツ健康課　☎内線308

新型インフルエンザの 
受診方法が変わりました 

▼
 


